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別表（第３条、第４条関係） 

（平２５（要）告示２３・全改、平２６（要）告示１４・平２６（要）告示

５３・平２６（要）告示７２・平２７（要）告示１４・平２７（要）告示９

８・平２８（要）告示２・令３（要）告示１５・令６（要）告示３０・一部

改正） 

種目 基 準 単 価

（円） 

対象者 性能等 耐用年数 

介

護・訓

練 支

援 用

具 

特殊寝台 １５４，０

００ 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上の者又は

難病患者等（国が定め

る厚生労働科学研究難

治性疾患克服研究事業

の対象疾患患者又は関

節リウマチ患者で、在

宅で療養が可能な程度

に症状が安定している

と医師によって判断さ

れるものをいう。以下

同じ。）で寝たきりの

状態にある者 

腕、脚等の訓練ので

きる器具を附帯し、

原則として使用者の

頭部及び脚部の傾斜

角度を個別に調整で

きる機能を有するも

の 

８年 

特殊マット １９，６０

０ 

下肢若しくは体幹機能

障害１級（常時介護を

要する者に限る。）を

所持する者又は難病患

者等で寝たきりの状態

にある者 

褥創の防止又は失禁

等による汚染又は損

耗を防止できる機能

を有するもの 

５年 

特殊尿器 ６７，００

０ 

原則として学齢児以上

の者で下肢若しくは体

幹機能障害１級（常時

介護を要する者に限

る。）を所持するもの

尿が自動的に吸引さ

れるもので、障害者

又は介護者が容易に

使用できるもの 
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又は難病患者等で自力

で排尿ができないもの 

収尿器 男子 

普通型 

７，７００ 

簡易型 

５，７００ 

女子 

普通型 

８，５００ 

簡易型 

５，９００ 

下肢又は体幹機能障害

１級で、高度の排尿障

害のある者 

障害者又は介助者が

容易に使用できるも

の 

１年 

入浴担架 ８２，４０

０ 

原則として３歳以上の

者で、下肢又は体幹機

能障害２級以上のもの

（入浴に当たって、家

族等他人の介助を要す

る者に限る。） 

障害者を担架に乗せ

たままリフト装置に

より入浴させるもの 

５年 

体位変換器 １５，００

０ 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上（下着交

換等に当たって、家族

等他人の介助を要する

者に限る。）の者又は

難病患者等で寝たきり

の状態にある者 

介助者が障害者の体

位を変換させるのに

容易に使用できるも

の 

移 動 用 リ フ

ト（天井走行

型 そ の 他 住

宅 改 修 を 伴

う も の は 除

く。） 

１５９，０

００ 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上の者又は

難病患者等で下肢若し

くは体幹機能に障害の

あるもの 

介護者が重度身体障

害者を移動させるに

あたって、容易に使

用できるもの 

４年 
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訓 練 用 椅 子

（児のみ） 

３３，１０

０ 

原則として３歳以上の

者で、下肢又は体幹機

能障害１級以上のもの 

 ５年 

訓 練 用 ベ ッ

ド（児のみ） 

１５９，２

００ 

下肢若しくは体幹機能

障害２級以上の者又は

難病患者等で下肢若し

くは体幹機能に障害の

あるもの 

腕、脚等の訓練ので

きる器具を附帯し、

原則として使用者の

頭部及び脚部の傾斜

角度を個別に調整で

きる機能を有するも

の 

８年 

自 立

生 活

支 援

用具 

入 浴 補 助 具

（ 住 宅 改 修

を 伴 う も の

は除く。） 

９０，００

０ 

原則として３歳以上の

者で下肢若しくは体幹

機能障害で入浴に介助

を要するもの又は難病

患者等で入浴に介助を

要するもの 

入浴時の移動、座位

の保持、浴槽への入

水等を補助でき、障

害者又は介護者が容

易に使用し得るもの 

８年 

便器（住宅改

修 を 伴 う も

のは除く。） 

４，４５０ 下肢若しくは体幹機能

障害２級以上の者又は

難病患者等で常時介護

を要する者 

障害者が容易に使用

し得るもの（手すり

をつけることができ

る。） 

移動・移乗支

援用具（住宅

改 修 を 伴 う

も の は 除

く。） 

６０，００

０ 

平衡機能、下肢又は体

幹機能障害で、家庭内

の移動等に介助を必要

とする者又は難病患者

等で下肢が不自由な者 

おおむね次に掲げる

性 能 を 有 す る 手 す

り、スロープ等であ

ること。 

(1)  障害者の身体

障害の状態を十分

踏まえたものであ

って、必要な強度と

安定性を有するも

の 

(2) 転倒予防、立ち
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上がり動作の補助、

移乗動作の補助、段

差解消等の用具と

する 

カーシート ８６，７０

０ 

１８歳以上の者で上

肢、下肢又は体幹機能

障害２級以上を所持す

るもののうち、自力で

座位が保持できない者

（補装具費支給制度の

適用を受けられないも

のに限る。） 

安全性に配慮された

ものであって、障害

者が容易に使用でき

るもの 

３年 

頭部保護帽 １２，１６

０ 

平衡機能、下肢又は体

幹機能障害で頻繁に転

倒する者又はてんかん

の発作等により頻繁に

転倒する療育手帳・精

神障害者保健福祉手帳

を所持する者 

転倒の衝撃から頭部

を保護できるもの 

３年 

特殊便器（住

宅 改 修 を 伴

う も の は 除

く。） 

１５１，２

００ 

上肢機能障害２級以上

の者又は難病患者等で

上肢機能に障害のある

者 

足踏ペダルにて温水

温風を出すことがで

きるもの 

８年 

火災警報器 １５，５０

０ 

火災発生の感知・避難

が困難な者で身体障害

者手帳２級以上、療育

手帳の判定が重度以上

若しくは精神障害者保

健福祉手帳１級を所持

するもの又は難病患者

等であるもの（障害者

室内の火災を煙又は

熱により感知し、音

又は光を発し屋外に

も警報ブザーで知ら

せることができるも

の 

８年 

自動消火器 ２８，７０

０ 

室内温度の異常上昇

又は炎の接触で自動
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のみの世帯及びこれに

準ずる世帯に限る。） 

的に消火液を噴射し

初期火災を消火する

ことができるもの 

電磁調理器 ４１，００

０ 

視覚障害２級以上の者

（視覚障害者のみの世

帯及びこれに準じる世

帯に限る。） 

視覚障害者が容易に

使用できるもの 

６年 

歩 行 時 間 延

長 信 号 機 用

小型送信機 

７，０００ 視覚障害２級以上の者 視覚障害者が容易に

使用できるもの 

１０年 

T字状・棒状

のつえ 

３，０００ 平衡機能障害、下肢又

は体幹機能に障害を有

する者で、必要と認め

られるもの 

障害者が容易に使用

できるもの 

３年 

聴 覚 障 害 者

用 屋 内 信 号

装置 

８７，４０

０ 

聴覚障害２級以上の者

（聴覚障害者のみの世

帯及びこれに準じる世

帯で日常生活上必要と

認められる世帯） 

音、声音等を視覚、

触覚等により知覚で

きるもの 

１０年 

在 宅

療 養

等 支

援 用

具 

透 析 液 加 温

器 

５１，５０

０ 

腎臓機能障害３級以上

の者で自己連続携行式

腹膜灌流法(CAPD)によ

る透析療法を行うもの 

透析液を加温し、一

定温度に保つことが

できるもの 

５年 

ネ ブ ラ イ ザ

ー（吸入器） 

３６，００

０ 

呼吸器機能障害３級以

上若しくは同程度の身

体障害者で医師の意見

書によって必要と認め

られるもの又は難病患

者等で呼吸器機能に障

害のあるもの 

障害者が容易に使用

できるもの 

５年 

電 気 式 た ん

吸引器 

５６，４０

０ 

酸 素 ボ ン ベ １７，００医療保険における在宅障害者が容易に使用１０年 
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運搬車 ０ 酸素療法を受けている

者 

できるもの 

盲 人 用 体 温

計（音声式） 

９，０００ 視覚障害２級以上の者

（視覚障害者のみの世

帯及びこれに準じる世

帯に限る。） 

視覚障害者が容易に

使用できるもの 

５年 

盲 人 用 体 重

計 

１８，００

０ 

動 脈 血 中 酸

素 飽 和 度 測

定器（パルス

オ キ シ メ ー

ター） 

１５７，５

００ 

難病患者等で人工呼吸

器の装着が必要なもの 

呼吸状態を継続的に

モニタリングするこ

とが可能な機能を有

し、障害者が容易に

使用できるもの 

５年 

情

報・意

思 疎

通 支

援 用

具 

携 帯 用 会 話

補助装置 

９８，８０

０ 

音声機能障害、言語機

能障害若しくは肢体不

自由の身体障害者手帳

を所持する者又は療育

手帳の判定が重度以上

の者で発音・発語に著

しい障害を有するもの 

携帯式で、言葉を音

声若しくは文章に変

換し、又は言語を拡

声する機能を有し、

障害者が容易に使用

できるもの（他の機

能を有する携帯端末

を除き、携帯端末等

で利用するためのア

プリケーションソフ

トを含む。） 

５年 

情報・通信支

援用具 

１００，０

００ 

視覚障害２級以上又は

上肢機能障害２級以上

若しくは脳原生運動機

能障害（上肢機能障害

に限る。）の者であっ

て、必要と認められる

者 

パーソナルコンピュ

ータ用周辺機器、ソ

フト等であって、障

害者が容易に使用で

きるもの 

６年 

地 上 デ ジ タ

ル 放 送 対 応

２９，００

０ 

視覚障害２級以上の者 テレビ音声及び AM・

FM放送を受信する機

６年 
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ラジオ 能を有し、視覚障害

者が容易に使用でき

るもの 

点 字 デ ィ ス

プレイ 

３８３，５

００ 

視覚障害２級以上の者

であって、必要と認め

られる者 

文字等のコンピュー

タの画面情報を点字

等により示すことの

できるもの 

６年 

点字器 １０，４０

０ 

主に、情報の入手を点

字によっている視覚障

害者 

視覚障害者が容易に

使用できるもの 

５年 

点 字 タ イ プ

ライター 

６３，１０

０ 

視覚障害２級以上の者

（本人が就労し、若し

くは就学し、又は就労

が見込まれる者に限

る。） 

視覚障害者が容易に

使用できるもの 

視 覚 障 害 者

用 ポ ー タ ブ

ル レ コ ー ダ

ー（録音再生

機） 

８５，００

０ 

視覚障害２級以上の者 音声等により操作ボ

タンが知覚又は認識

でき、かつ、DAISY方

式による録音及び当

該方式により記録さ

れた図書の再生が可

能な製品であり、視

覚障害者が容易に使

用できるもの 

６年 

視 覚 障 害 者

用 ポ ー タ ブ

ル レ コ ー ダ

ー（再生専用

機） 

３５，００

０ 

視 覚 障 害 者

用 活 字 文 書

読上げ装置 

９９，８０

０ 

視覚障害２級以上の者 文字情報と同一紙面

上に記載された当該

文字情報を暗号化し

た情報を読み取り、

音声信号に変換して

出力する機能を有す

６年 
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るもので、視覚障害

者が容易に使用でき

るもの 

視 覚 障 害 者

用読書器 

１９８，０

００ 

視覚障害者であって、

本装置により文字等を

読むことが可能になる

者 

視覚障害者の読書等

を容易にする製品で

あって、文字等を撮

像し、モニター画面

に拡大して映し出す

ための映像信号に変

換して出力する機能

を有するもの又は撮

像した活字を文字と

して認識し、音声信

号に変換して出力す

る機能を有するもの 

８年 

盲 人 用 時 計

（触読） 

１０，３０

０ 

視覚障害２級以上の者

（音読時計は、手指の

触覚に障害がある等の

ため、触読時計の使用

が困難な者を原則とす

る。） 

視覚障害者が容易に

使用できるもの 

１０年 

盲 人 用 時 計

（音読） 

１３，３０

０ 

視 覚 障 害 者

用 音 声 ICタ

グレコーダ 

５９，８０

０ 

視覚障害２級以上の者 視覚障害者が容易に

使用できるもの 

１０年 

視 覚 障 害 者

用 ワ ー ド プ

ロセッサー 

１，０３０，

０００ 

視覚障害者（点字図書

館・身体障害者福祉セ

ンターでの共同利用） 

編集、校正機能を持

ち、日本点字表記法

に基づき、入力した

文書を自動的に点字

変換が可能で点字プ

リンターとの連動に

より点字文書の作成

― 
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及び音声化ができる

もの 

点字図書 ― 主に、情報の入手を点

字により行っている視

覚障害者（年間６タイ

トル又は２４巻を限度

とする。） 

点字により作成され

た図書 

― 

聴 覚 障 害 者

用通信装置 

７１，００

０ 

聴覚障害者又は発声、

発語に著しい障害を有

する者で、コミュニケ

ーション、緊急連絡等

の手段として必要と認

められるもの 

一般の電話に接続す

ることができ、音声

の代わりに文字等に

より通信が可能な機

器であり、障害者が

容易に使用できるも

の 

５年 

聴 覚 障 害 者

用 情 報 受 信

装置 

８８，９０

０ 

聴覚障害者で、本装置

によりテレビの受信が

可能になるもの 

字幕及び手話通訳付

きの聴覚障害者用番

組又はテレビ番組に

字幕及び手話通訳の

映像を合成したもの

を画面に出力する機

能を有し、かつ、災

害時の聴覚障害者向

け緊急信号を受信す

るもので、聴覚障害

者が容易に使用でき

るもの 

６年 

人工喉頭（笛

式） 

５，０００ 喉頭を摘出している者 呼気によりゴム等の

膜を振動させ、ビニ

ール等の管を通じて

音源を口腔内に導き

構 音 化 す る も の 又

４年 

人工喉頭（電

動式） 

７０，１０

０ 

５年 
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は、顎下部等に当て

た電動板を駆動させ

経皮的に音源を口腔

内に導き構音化する

もの 

埋 込 型 用 人

工鼻（消耗部

分）（HMEフ

ィルター（カ

セット）、フ

ィルター（カ

セット）を気

管 孔 に 取 り

付けるもの、

気 管 孔 へ の

水 の 浸 入 を

防 ぐ 器 具 及

び 気 管 孔 装

着 用 ア ク セ

サリー（接着

剤、剥離剤）） 

月額 

２３，１０

０ 

咽頭を摘出している者

で、常時埋込型の人工

喉頭を使用するもの 

障害者が容易に使用

できるもの 

― 

埋 込 型 用 人

工鼻（本体部

分） 

５１，８４

０ 

手指を使用せず発声

できるHMEの本体（弁

を含む。）で障害者

が容易に使用できる

もの 

１年 

緊 急 通 報 装

置 

８３，３０

０ 

難聴者又は外出困難な

身体障害者（原則とし

て２級以上）で、緊急

連絡の手段として必要

性があると認められる

障害者が容易に使用

できるもの 

５年 
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もの（障害者のみの世

帯及びこれに準ずる世

帯に限る。） 

人 工 内 耳 用

電池 

月額 

２，０００ 

聴覚障害者で、人工内

耳を装用しているもの

（人工内耳用電池と、

人工内耳用充電池及び

人工内耳用充電器との

併用は認めない。） 

障害者又は介助者が

容易に使用できるも

の 

― 

人 工 内 耳 用

充電池 

２１，００

０ 

１年 

人 工 内 耳 用

充電器 

３９，００

０ 

３年 

人 工 内 耳 体

外機 

購入 

３００，０

００ 

修理 

３０，００

０ 

聴覚障害者で、人工内

耳を装用し５年が経過

しているもの（損害保

険及び医療保険の適用

を受けられないものに

限る。） 

スピーチプロセッサ

等の外部装置で障害

者が容易に使用でき

るもの 

５年 

排 泄

管 理

支 援

用具 

ス ト マ 装 具

（ 蓄 便 袋 又

は蓄尿袋、皮

膚保護剤、袋

を 身 体 に 密

着 さ せ る も

の 及 び 消 臭

剤） 

蓄尿袋 

月額 

１１，３０

０ 

蓄便袋 

月額 

８，６００ 

ぼうこう機能障害者、

直腸機能障害者若しく

は同程度の身体障害者

で医師の意見書によっ

て必要と認められるも

のでストマを造設した

もの 

障害者又は介助者が

容易に使用できるも

の 

― 

紙 お む つ 等

（紙おむつ、

洗腸用具、サ

ラシ・ガーゼ

等衛生用品） 

月額 

１２，００

０ 

(1) 二分脊椎の者 

(2) 脳性マヒ等で脳

原性運動機能障害に

より排尿又は排便の

意思表示が困難な者 

(3) 極度のびらんで

ストマ装具の使用が

困難な者（いずれも

障害者又は介助者が

容易に使用できるも

の 

― 



12/12 

３歳以上の者） 

居 宅

生 活

動 作

補 助

用具 

小 規 模 な 住

宅改修 

(1) 手すり

の取付け 

(2) 段差の

解消 

(3) 滑り防

止、移動の

円 滑 化 等

の た め の

改修 

(4) 引き戸

等 へ の 扉

の取替え 

(5) 洋式便

器 へ の 取

替え 

２００，０

００ 

下肢、体幹若しくは乳

幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能

障害（移動機能障害に

限る。）を有する３級

以上の者（ただし、特

殊便器への取替えにつ

いては上肢障害２級以

上）又は難病患者等で

下肢若しくは体幹機能

に障害のあるもの 

障害者の移動等を円

滑にする用具で設置

に小規模な住宅改修

を伴うもの 

１回限り 

 


